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諮問庁：国立大学法人総合研究大学院大学 

諮問日：令和５年１１月７日（令和５年（独情）諮問第１１６号） 

答申日：令和６年１１月１３日（令和６年度（独情）答申第５６号） 

事件名：「２０２２（Ｒ４）年度 夏入試問題担当班分け」の一部開示決定に

関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「２０２２（Ｒ４）年度 夏入試問題担当班分け」（以下「本件対象文

書」という。）につき，その一部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，２０２３年９月１５日付け総

研大総第９９号により国立大学法人総合研究大学院大学（以下「処分庁」

又は「諮問庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書による

と，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

  本件開示決定通知書「一部を開示しない理由」には，「入学者選抜の

事務に関する情報であって，公にすることにより，当該事務の適正な遂

行，入学者選抜の公正かつ適正な実施に支障を及ぼすおそれがあるもの

にあたり，法５条４号柱書きに該当するため，不開示とする。」とある。

他方，全部開示された「総合研究大学院大学高エネルギー加速器科学研

究科５年一貫制博士課程入学試験専門科目（令和４年１０月２５日実

施）」の第１問及び第２問における解答・解答例を見分したところ，全

部が科学的事実であって，政府著作権情報センター特定個人に依れば，

数式及び付属説明文は，単なる事実であるから，「今朝，大谷翔平選手

がホームランを打ちました。」と同じく，著作権法２条に言う著作物に

該当しない旨，顕らかにされており，制作論文の評価等のケースとは全

く事情が異なるのであって，「入試委員の氏名及び所属」が開示される

ことに依る「支障を及ぼすおそれ」は存在しないため，開示しないとさ

れた「入試委員氏名及び所属」を開示するよう請求する。 

（２）意見書 
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本件，審査請求に於いて，追加開示を求めている情報は，入試委員氏

名及び所属である。諮問庁は，理由説明書の中で，「入試委員は，入学

試験問題の作成，採点に直接かかわるため，入学試験実施前に試験問題

の内容を知り得る，あるいは，合格発表以前に入学試験結果を知り得る

など，入学試験に関する機密に属する事項を知り得る立場にあ

り，・・・」と説明するが，医師国家試験の試験委員氏名が厚生労働省

ＨＰ等で公開されている事実に鑑みても，公表して問題がないものと思

料する。スポーツの試合に於いても，審判の氏名が公表されると中立・

公正さが害される等あり得ない。 

また，入試委員所属についても，これが公開されて専門分野の教員が，

専門科目の出題・採点を行っている事実が顕らかになったとしても，そ

れで「入学試験事務の中立・公正さが害される」とは考えられない。 

よって，本件は，原処分を取り消し，「入試委員の氏名及び所属」の

追加開示が相当と考える。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

本件開示請求は，令和５年７月２２日付（同月２６日受領）で，法４条

１項の規定に基づき大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構長

に対して，法人文書の開示を求めたものである。これについて，令和５年

８月２２日付で法１２条１項の規定に基づき国立大学法人総合研究大学院

大学長に対して移送が行われた。これを受け，２０２３年９月５日付けで

法１０条２項に基づく法人文書開示決定延期通知（１０日間）を経て，２

０２３年９月１５日付けで法５条４号に基づき部分開示決定を行ったとこ

ろ，審査請求人は開示決定を不服として，令和５年１０月２日付（同月６

日受領）で審査請求を提起した。 

以下，請求内容に対する該当する法人文書（本件対象文書）について，

審査請求人の主張及び不開示とした理由を説明する。 

２ 本件対象文書について審査請求人の主張及び不開示とした理由について 

審査請求人は，本件対象文書における開示しない部分（「入試委員氏名

及び所属」）について，当該開示請求において，別途全部開示された「総

合研究大学院大学高エネルギー加速器科学研究科５年一貫制博士課程入学

試験 専門科目（令和４年１０月２５日実施）」の第１問及び第２問にお

ける解答・解答例が，「科学的事実」であって，「単なる事実」であり，

著作権法２条２項１号の著作物に当たらないことを理由として，その作成

者である入試委員の氏名及び所属について，公開したとしても，入学者選

抜事務の適正な遂行，入学者選抜の公正かつ適正な実施に支障を及ぼすお

それはないと主張し，部分開示決定の取り消しを求めている。 

しかしながら，本件対象文書にある，入試委員氏名及び所属については，
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入学者選抜の事務に関する情報であり，公にすることにより，当該事務の

適正な遂行，入学者選抜の公正かつ適正な実施に支障を及ぼすおそれがあ

るものにあたり，法５条４号柱書きに該当するため，原処分において，不

開示としたものである。 

詳述すると，まず，入試委員氏名について，入試委員は，入学試験問題

の作成，採点に直接かかわるため，入学試験実施前に試験問題の内容を知

り得る，あるいは，合格発表以前に入学試験結果を知り得るなど，入学試

験に関する機密に属する事項を知り得る立場にあり，そのまま公にされれ

ば，入試委員に対して外部から不正な働きかけがなされたり，圧力がかけ

られたりするなどして，入学試験事務の中立・公正さが害されるおそれや，

そのような外部の影響を受けることなく入学試験事務が行われた場合でも，

あらぬ疑念を抱かれ，入学試験事務の中立・公正さが害されるおそれがあ

るものと認められる。 

また，入試委員所属については，公にすることにより，別途，公開され

ている情報と組み合わせることにより，間接的に入試委員氏名を特定また

は推定することが可能となる情報であり，前述の入試委員氏名と同様，そ

のまま公にされれば，入学試験事務の中立・公正さが害されるおそれがあ

るものと認められる。 

以上のことから，入試委員氏名及び所属について，解答・解答例が著作

物に当たるか否かにかかわらず，法５条４号柱書きに該当すると判断し，

原処分において不開示としたものである。 

３ 結論 

以上のことから，本学は，本件について原処分維持が妥当と考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和５年１１月７日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月３０日       審議 

④ 同年１２月１９日    審査請求人から意見書を収受 

⑤ 令和６年１０月９日   本件対象文書の見分及び審議 

⑥ 同年１１月７日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書を含む複数の文書の開示を求めるもので

あり，処分庁は，本件対象文書の一部を法５条４号柱書きに該当するとし

て不開示とする原処分を行った。 

審査請求人は原処分の取消しを求めているが，諮問庁は原処分を妥当と

していることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，不開示部分
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の不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，お

おむね以下のとおり説明する。 

本件対象文書の入試委員氏名欄及び所属欄を開示すると，今回は２０

２２年度夏入試に関する資料が対象文書となっているが，仮に，過年度

の入試についても開示請求があった場合には，複数年度の委員氏名等の

情報から，委員選出や問題担当の傾向が明らかになることが想定される。

また，それらの傾向に基づき，委員に対し，入試の出題や回答等に関し，

メール，電話，訪問等のアクセスが試みられることがあるとも考えられ

る。このような事後的なアクセスが過度に行われた場合，委員に対し，

外部からの不正な働きかけや圧力が生じることも想定され，これらの結

果として，入試業務が妨害され，入学試験事務の中立・公正さが害され

るおそれがあると考える。 

（２）本件対象文書の記載等に鑑みれば，当該部分を公にした場合に生じる

「おそれ」に係る上記第３の２及び上記（１）の諮問庁の説明は，不合

理であるとまではいえず，これを否定し難い。 

したがって，当該部分は，法５条４号柱書きに該当すると認められ，

不開示としたことは妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 付言 

本件開示決定通知書の別紙の「開示しない部分及び一部を開示しない理

由」欄の不開示部分を不開示とした理由の記載については，不開示条項の

規定の一部がほぼそのまま引用され，具体的なおそれの内容が記載されて

おらず，当該不開示事由に該当すると判断した理由や根拠を具体的に示し

ているとはいえない。原処分におけるこのような理由の提示は，原処分を

取り消すまでには至らないものの，行政手続法８条１項の趣旨に照らし，

適切さを欠くものであり，処分庁においては，今後の対応において，上記

の点について留意すべきである。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条４号柱書きに

該当するとして不開示とした決定については，不開示とされた部分は，同

号柱書きに該当すると認められるので，妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 藤谷俊之，委員 石川千晶，委員 磯部 哲 

 


